
定期監査の結果に基づく改善等の措置について 

5 教育委員会 

（2）学校教育課（青少年サポートセンター含む） 

監査結果 措置等結果 

① 委託事業について 

学校財務規則の様式を用いない委

託である事業において、契約先であ

る市内各小中学校が支出する伝票

（支出伺命令書）の統一様式を定め

ることは求めておらず、支出日、支

出内容、金額が満たされていれば確

認する上で何ら支障はないとの説明

であった。ミスを防止し、人事異動

等で人が変わった場合でも確認しや

すくするという観点から、伝票（支

出伺命令書）の雛形を示すことも含

め、学校事務の職員と協議されるこ

とが望ましい。 

 

② 学校への資金前渡について 

学校への資金前渡可能経費 8項目

（学校管理費需用費、教育振興費報

償費、同食糧費、同需用費、同通信

運搬費、同手数料、同図書購入費、

学校保健費需用費）を 24 校分に対

して行う事務処理の煩雑さを考慮し

た要綱を作成していると推測され

る。浜田市財務規則第 62 条（資金

前渡の限度額）に「常時支払いをす

る経費にあっては 3月分の予定額」

とあるものの、各学校へ年 2回又は

一括で支払いがされており、規則に

① 学校事務職員と協議したところ、各

校で円滑に支出処理ができるよう工夫

しているため、継続して協議すること

になりました。 

今後も各校で伝票様式が異なること

を念頭に、必要事項の確認を行ってま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資金前渡の限度額の取扱いについて

は、財政課との協議ができておりませ

んでしたので、早急に協議し、適切な

運用への是正を図ります。 

郵便切手受払簿の様式が統一されて

いなかった点については、これまでも

学校事務職員に対し統一様式を示して

いたものの、取り扱いが十分に徹底さ

れていなかったことを認識しておりま

す。今後は改めて周知を行い、精算時

における確認体制を含め、適切な予算

執行が図られるよう努めてまいりま

す。 



定めのない運用がされている。財務

規則に沿った運用となるよう、事務

処理の現状を踏まえ、財政課と相談

し、浜田市立学校財務取扱規程の見

直しを検討されたい。 

また、郵便切手受払簿の様式が統

一されておらず、記入の方法もバラ

バラであり、残高の記載のない学校

もあった。さらに、年度末に大量に

切手を購入し、繰越が多額である学

校もあったため、精算時には、担当

課において郵便切手受払簿の確認も

行い、適正な予算執行をするよう指

導されたい。 

 

③ 浜田市中学校部活動事業補助金に

ついて 

新型コロナウィルス感染症の影響

により部活動の大会中止等があった

ため支出が減少すると予測される

が、市内全校において 0円精算とな

っていた。大会中止等もあり経費が

減り、余りがあれば返還するという

指導をしているが、普段整備できな

い消耗品や備品を購入し調整をして

いる学校もあり、補助金の目的に沿

って執行しているとのことである。 

補助金のみで部活動は運営できな

いため、不足分を学校や保護者から

の負担により賄っているとのことで

あり、超過している部分で 0円精算

としている学校もあるとの説明を受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中学校部活動事業のために必要な経

費であると認められることから、担当

課としては説明どおり適正な処理が行

われていたと認識しています。 

引き続き、適正な執行が行われるよ

う指導してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



けた。 

収支差額が 0円になっている理由

や状況等を把握し、どのような経理

処理がされているか確認するととも

に、今後も適正な執行が行われるよ

う指導されたい。 

 

④ 浜田市特色ある学校づくり事業交

付金について 

交付要綱の第 8条において超過額

の返還を定めているが、浜田市中学

校部活動事業補助金と同様に全ての

学校において 0円精算となってい

る。 

コロナの影響で計画どおりに事業

実施ができない学校については、事

業内容を変更し、コロナ禍における

学校運営の円滑化に資する事業等を

実施したことにより超過額は発生し

なかったとの説明を受けた。 

収支差額が 0円になっている理由

や状況等を把握し、今後も適正な処

理が行われるよう指導されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 特色ある学校づくりのために必要な

経費であると認められることから、担

当課としては説明どおり適正な処理が

行われていたと認識しています。 

なお、当該事業は、令和 3年度をも

って廃止となりました。 

 


